
 

 

採用予定日  令和８年４月１日 

受 付 期 間  令和７年１２月１２日（金）9:00 ～ 令和８年１月９日（金）23:59 

        ※持参・郵送による受付は行いません。インターネットでお申し込みください。 

 

１ 職種、採用予定人数、受験資格 

職 種 
採用予定 

人  数 
受験資格 

消 防 職 １人程度 平成７年４月２日から平成２０年４月１日までに生まれた者 

  注）採用予定人員は、変更になる場合があります。 

なお、次の各号のいずれかに該当する者は、受験できません。 

   ⑴ 日本の国籍を有しない者 

   ⑵ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま

での者 

   ⑶ 陸前高田市職員として懲戒処分を受け、その後２年を経過しない者 

   ⑷ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体

を結成し、又はこれに加入した者 

 

２ 試験の方法 

試験種目 内  容 

筆

記

試

験 

総

合

適

性

検

査 

基 礎 能 力 試 験 

（9:15～10:15（60 分）） 

言語的能力、数理的理解力、論理的思考力、推理

能力、一般教養知識、時事問題や社会常識、英語

知識など 

パ ー ソ ナ リ テ ィ 試 験 

（10:30～11:05（35分）） 

意欲、性格特徴、気質など、個人の持ち味を測定

する適性検査 

面

接

試

験

等 

人 物 試 験 
 公務員としての適格性をみるため、面接試験を

行います。 

体 力 検 査 

消防職員として必要な体力等を有するかについ

て体力検査（握力、反復横跳び、上体起こし、20

ｍシャトルラン）※体力検査中における事故につ

いては、受験者において対処願います。 

 

 



 

３ 試験日程及び会場等 

 ⑴ 筆記試験、面接試験 

筆記試験の受験方法は、マークシート方式のみとなります。（今回は、テストセンター方式の実施

はありません。） 

試験日 試験会場 受験対象者 

令和８年１月１８日（日） 
陸前高田市役所（陸前高田市

高田町字下和野１００番地） 

全ての受験者 

※筆記試験終了後、引き続き 

面接試験と体力検査を実施 

します。 

  

 ⑵ 持ち物等 

   受験票、着替え、運動靴（上履き） 

面接試験終了後、市内体育館において体力検査を実施しますので、着替え及び運動靴（上履き）

を持参願います。市役所から体育館までの往復については、こちらで送迎いたします。 

 

 ⑶ 合格発表（予定） 

   令和８年２月中旬頃までに、受験者全員に通知します。 

 

４ 受験手続 

受験申込は、原則として電子申請による受験申込みとします。 

市ホームページ（https//www.city.rikuzentakata.iwate.jp/）の職員採用ページから手続きを行

ってください。スマートフォンでも申請することができます。 

 

５ 受験上の注意 

⑴ 受験票に記載の「注意事項」をよく確認するとともに、試験当日は、受験票を必ず持参し、係員

に提示して確認を受けてください。 

⑵ 試験を欠席する場合、連絡の必要はありません。 

 

６ 合格から採用まで 

合格者は、陸前高田市職員採用候補者名簿に登載されますが、採用候補者名簿に登載される者は、

採用予定人員に採用を辞退する者等の数を考慮して決定されるので、実際の採用人員より多くなりま

す。したがって、成績順位が下位の場合は採用されない場合があります。また、採用候補者名簿の効

力は、原則として、令和８年９月３０日までとします。 

 

 

 

 

 

 

 



７ 勤務条件 

⑴ 給与 

ア 給与は、職員の給与に関する条例等に基づき支給されます。 

  イ 基準となる現行の月額初任給は、次のとおりです。 

大卒 高卒 

２４７，５００円 ２１３，１００円 

    ※採用前の経歴に応じて一定の基準により加算されることがあります。 

  ウ 諸手当 

    扶養、通勤、住居、期末、勤勉手当等がそれぞれの要件で支給されます。 

 ⑵ 勤務時間・休日・休暇 

  ア 消防職の勤務時間は、消防本部・消防署の勤務スケジュールに沿ったものとなります。 

  イ １年間に２０日間（４月採用の場合、その年（１２月まで）は１５日間）の年次有給休暇のほか、

夏季休暇や結婚休暇などの特別休暇があります。 

⑶ 福利厚生 

福利厚生として、各種健康診断の実施、岩手県市町村職員共済組合等が運営する各地の保養所の利用

など種々の充実した制度があります。 

 

８ 問い合わせ先   

陸前高田市 

総務部総務課 職員係 

〒029-2292 

陸前高田市高田町字下和野１００番地 

0192-54-2111 

（内線 314・315） 

 


